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○友永修委員長 

 ただいまから文教民生常任委員会を開会

します。 

 これより所管事務調査についてお諮りし

ます。 

 調査事項については、１件目に小・中学

校適正規模及び適正配置実施計画（案）及

び市長提案の取扱いと今後の対応について、

２件目に令和６年度岸和田市教育重点施策

について、３件目に市立岸和田市民病院経

営強化プランについて、目的については、

所管事務に関する理解を深め、市政の向上

を図るため、方法については関係機関への

調査、期間については今定例会中とするこ

とに決定したいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、そのように決定します。 

 所管事務調査３件のうち、まず、小・中

学校適正規模及び適正配置実施計画（案）

及び市長提案の取扱いと今後の対応につい

て、理事者より説明を受けたいと思います。 

○藤浪秀樹教育次長兼教育総務部長事務取扱 

 それでは、私から、小・中学校適正規模

及び適正配置実施計画（案）及び市長提案

の取扱いと今後の対応について御報告させ

ていただきます。お手元の資料、実施計画

（案）及び市長提案の取扱いと今後の対応

についてをお願いします。 

 まず、１．実施計画（案）の取扱いにつ

いてでございますが、令和２年度に本実施

計画（案）を策定して以降、毎年度、児童

生徒数の推計を更新してきたところでござ

いますが、直近の推計と策定時の推計に変

化があり、適正化対象校から外れる学校や、

さらなる少子化の影響を受ける学校が生じ

る見込みとなってきたところでございます。 

 次のページをお願いします。こちらは、

実施計画（案）の策定時点であります令和

２年度と直近の令和５年度の児童生徒数の

推計を比較した資料でございます。 

 まず上段、山直南小学校ですが、令和２

年度の実施計画（案）の策定時点では、今

後も各学年１クラスの状態が続き、ゆめみ

ヶ丘岸和田の住宅開発につきましては、最

大でも約300世帯で人口が1000人、そのうち

児童は１割程度の100人と想定してございま

した。令和５年度の推計を御覧いただきま

すと、その想定以上に児童数が増加し、ね

ずみ色で網かけをさせていただいてござい

ますが、令和10年度には適正化対象校から

外れて、令和14年度には、黒地で白抜きの

表記をさせていただいてございますが、12

学級の適正規模校となる見込みとなってご

ざいます。 

 次に、その下、山滝小学校ですが、令和

５年度の最新推計でも、黄色で網かけをさ

せていただいてございます、異なる２つの

学年を１クラスに編制する複式学級基準に

なる見込みとなっています。 

 その下、城東小学校ですが、校区内の農

地の一部が住宅地となっている影響などを

受けまして、児童数の増加が見られ、令和

２年度の推計と比べていただきますと、僅

かではございますが学級数が増加するとい

う見込みになってございます。 

 もう１枚めくっていただいて、３枚目の

資料をお願いします。こちらは東葛城小学

校の推計表でございます。御案内のように

本校は小規模特認校でございますので、当

該制度を利用されて他の校区から入学され

る児童数に影響を受けますが、令和５年度

の最新推計でも、黄色で網かけをさせてい

ただいていますように、異なる２つの学年

を１クラスに編制する複式学級基準となる

見込みとなってございます。 

 １枚目の資料にお戻り願います。先ほど

御説明させていただきましたように、山直
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南小学校が適正化対象校から外れる見込み

となったことで、（仮称）山滝小中一貫校

について、現在の計画（案）のままでは推

進できなくなったことに加えまして、（仮

称）山滝小中一貫校は東葛城小学校の一部

の児童が通学することとしていることから、

（仮称）葛城小中一貫校の再編案にも影響

が及ぶことになりますので、小中学校の適

正規模・適正配置の基本方針は維持しなが

ら、実施計画（案）全体について、修正の

必要性の有無も含め、今後の対応について、

対象の各地域の皆様と協議を行っていきた

いと考えています。 

 次に、２．市長提案の取扱いについてで

すが、これまで、公有地を中心に、新たな

小中一貫校の立地特性などを検討してきま

したが、現在のところ、すぐに活用可能な

適地の選定には至ってございません。また、

先ほど御説明させていただきましたように、

昨年１月に市長が提案された時点と児童数

の推計値などといった前提条件が変化した

ことから、実施計画（案）の修正の必要性

と併せまして、引き続き検討を行っていき

たいと考えています。 

 最後に、３．今後のスケジュールについ

てですが、本日、本委員会で御報告させて

いただいた後、対象校区の校区長や町会な

どへお伺いさせていただき、これらの内容

について御説明に上がりたいと考えてござ

います。 

 なお、今後の小中学校再編に向けた協議

につきましては、小規模化が著しい校区を

中心に、地域住民の皆様などと対応策を協

議、検討していく予定をしてございます。 

○友永修委員長 

 ただいまの説明に対して、御質問等がご

ざいましたら御発言願います。 

○田中市子委員 

 市長提案の取扱いについてなんですけれ

ども、これまでのところ適地を選定するに

至っていない、見つかっていないというと

ころで、１年かけて見つからなかった。今

後、見つかる可能性はあるのかというとこ

ろなんですが、どうでしょうか。 

○池内正彰学校適正配置推進課長 

 先ほど御説明させていただきましたよう

に、現時点では適地は見つかっていない状

況でございますけれども、引き続き市長部

局と一体となりながら、適地について検討

していきたいと思ってございます。 

○田中市子委員 

 検討していきたいというのは分かるんで

すけれども、土地が新たに生まれてきたり

とか、土地はそういうものではないので、

これだけ探して１年かけて見つからなかっ

たものが、これから降って湧いたように出

てくるのかというふうに思うんですけれど

も、それはこれ以上聞いてもね。 

 あと、やっぱりそういうことに職員の労

力を使わなあかんというのは、今でもコス

トパフォーマンスというか、働き方の問題

とかがある中でどうなのかなというふうに

思うところなんですが、市長はその辺り、

どのようにお考えでしょうか。 

○永野耕平市長 

 適正規模・適正配置は子供たちの未来の

教育のために必要な取組でありますし、私

からの提案の新設校についても、子供たち

の教育環境をよくするためのものですから、

これに対して職員の労力を割くのは当たり

前のことだと思います。 

○田中市子委員 

 適正規模・適正配置のことで、ずっと、

基本はこの統廃合を進めようとしてきたと

思うんですけれども、前回の12月議会で私

たちの会派の中井議員が、新設校を今ある

学校の地域の中に造ることが地域や住民に

どういう影響を与えるかということで教育



 

 - 3 - 

委員会の考えを問うたところ、地域に新た

な学校を造れば既存の学校がより小規模化

することになり、問題であると考えている

と答弁されたかと思いますが、こことの矛

盾があるのではないかというのは市民から

も出されていることだと思いますが、この

点について、教育長のお考え、また市長の

お考えを伺いたいんですが。 

○大下達哉教育長 

 まず、市長提案に関しましては、既存校

の活用を前提としないで、十分な教育環境

を保障できるという点で、私も非常に望ま

しい考え方であるというふうに思いました。

そういうことで検討に着手したということ

でございます。 

 ただ、一方で、今委員からも御指摘ござ

いましたように、既存校を一旦は閉校しな

いで、保護者や子供たちの選択に委ねるこ

とについては、やはり既存校がさらに小規

模化することは避けられませんで、教育上

の影響があることから、ある程度、小中一

貫校の市長提案の方向性が見えた段階で、

改めて市長とその点については十分協議さ

せていただくという予定で臨んでおります。 

○永野耕平市長 

 今、委員が矛盾とおっしゃったんですけ

れども、矛盾をちょっと説明していただい

て御質問いただきたいと思います。 

○田中市子委員 

 基本的には、この統廃合については適正

規模ということで言われているではないで

すか。そこに市長が新しい小中一貫校を造

ると。そうなると、今教育長もおっしゃっ

たように、一時的にか知りませんけれども、

とにかく小規模化がより進む可能性がある。

言うたら、適正ではない状況を積極的につ

くっていくという施策だと思います。この

ことにおかしさを感じないのかというとこ

ろです。 

○永野耕平市長 

 適正規模・適正配置の取組というのが存

在しているんですけれども、その話がスム

ーズにいけば、地元の皆さんにも賛同いた

だいて、当初、教育委員会で提案した提案

がうまく進んでおれば、私から提案するこ

とはなかったと思います。その教育委員会

からの当初の案について、市民の皆さん、

地元からはなかなか賛同いただけない状況

でありましたので、私から、じゃ、こんな

んどうですかという形で新設校の提案をし

たところです。決して矛盾するものではな

いと思います。 

○田中市子委員 

 そしたら、今の市長の提案は、市民から

歓迎されている、その進まないことを改善

するということで、こういう提案をしてく

れたんかと、歓迎されているというふうに

お考えなんでしょうか。 

○永野耕平市長 

 歓迎していない人がいることは分かって

いますよ。ただ、そのことがいいと思って

いる方々もいます。これは、市民の皆さん

の中にいろんな考えがありますから、共産

党の皆さんは適正規模・適正配置の取組に

はもともと反対しておられると思いますか

ら、そういういろんな考えの方々がおられ

るので、その中でどういうふうに合意形成

をしていくかということが我々の仕事です

から、その中で必要なのは、このことは、

こっちに進んではどうであるか、こっちに

進んではどうであるかをみんなで議論して、

その結果、１つの案をみんなで固めていっ

て、最終的に多数決で決めて進めていくこ

とだと思います。現時点でいろんな考え方

があるのは当然だと思います。 

○田中市子委員 

 いろいろおっしゃいましたけれども、基

本はこの１年で結論を出すと言っていて、
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その結論すら出なかったと。理由はいろい

ろ述べてはりますけれども、これは、賛成

する人も確かにおるかもしれん。だけども、

やっぱり混乱を生み出しているという部分

のほうが大きいのではないかと。しかも決

め切れなかった。そのことについてどうお

考えか。 

○永野耕平市長 

 結論を出すというふうに教育長がおっし

ゃったというんですけれども、これが１つ

の、こういう形でやっていきますという結

論ではありますし、委員おっしゃるように、

具体的な結論をこの時期にしっかりと結論

に至るまでの状況ではないにもかかわらず、

結論なるものを出すことのほうが無責任で

す。だから、今の時点でこういうことを私

たちは考えていますということを御報告さ

せていただいて、これで十分ですし、これ

以上のものを今の時点で具体的なものを求

めるのは乱暴だと思いますよ。 

○大下達哉教育長 

 ちょうど１年前に、前期の河合議員の御

質問に私どもがお答えしました際には、新

たな市長の提案についても、令和５年度中

に一定の方向性がお示しできるように十分

検討してまいりますという答弁をさせてい

ただきました。結論というふうに申し上げ

たわけではなくて、一定の方向性をお示し

できるようにということを申し上げて、現

在、情勢の変化に伴って、その推進がこの

ままでは難しいという方向性をお示しして

いるところでございます。 

○田中市子委員 

 方向性ということで。とにかく、どうで

すかね、これが市民の皆さんに歓迎されて

いるとも思えませんし、こういう状況の中

で、もっと子供たちの教育のために力を割

くべきところがあるのではないかというこ

とを申し上げて、終わります。 

○昼馬光一委員 

 私も市長提案の取扱いについて質問させ

ていただきます。これまで、公有地を中心

にということをここに書かれているんです

が、公有地をいろいろと検討されたと思い

ます。中心にということですから、その他

の民有地もいろいろと調べられたのかなと

思いますが、その辺の状況をお聞かせくだ

さい。 

○池内正彰学校適正配置推進課長 

 土地につきましては、今お話しいただき

ましたように、公有地を中心に調査検討を

進めさせていただいたところでございまし

て、エリアでいいますと、山手ですので、

おおむね水道道より上から国道170号の辺り

までを調査させていただいたところで、民

有地の件につきましては、当然、基本は公

有地を中心に検討させていただく中で、一

部、公有地で全て完結というんですかね、

公有地だけで確保できる可能性があるエリ

アとか、若干民有地も絡むところであると

かは、いろいろと市長部局とも相談させて

いただきながら検討させていただいたとこ

ろでございます。 

○昼馬光一委員 

 公有地で、具体的にここと挙がったとこ

ろはありますか。 

○池内正彰学校適正配置推進課長 

 現状、活用できる土地は見つかっていな

いということで、公有地の場所の特定につ

きましては、様々な立地条件等も判断して

これまでも検討させていただいたところで

はあるんですけれども、やはり公有地に絡

む場所につきましても、周りの状況等も含

めまして、地権者等や事業関係者等も絡む

等々いろいろございますので、現状、そう

いった詳細の場所につきましては御説明さ

せていただくことは難しいところでござい

ます。 
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○昼馬光一委員 

 民有地で具体的に挙がったところはござ

いますか。 

○池内正彰学校適正配置推進課長 

 民有地につきましては、公有地じゃなし

に、いわゆる他人の土地になりますので、

それを私どもが検討するに当たって、今こ

の公の場でおたく様の土地をいろいろ学校

の敷地として考えていましたということを

公にお話しすることはできかねるというこ

とでございます。御理解願います。 

○昼馬光一委員 

 池内課長の感覚として、これは前に進み

そうですか。 

○池内正彰学校適正配置推進課長 

 個人的な見解は控えさせていただきます

けれども、教育委員会といたしましては、

市長、教育長がこれまで御説明させていた

だいておりますように、私どもも担当課と

いたしまして、小中学校の適正規模・適正

配置につきましては、本当に必要なもの、

必要な事業ということで取り組んでいると

ころでございます。ただ一方で、いろいろ

賛否両論が当然ございます。これにつきま

しては、今市長からもお話がありましたよ

うに、それらを踏まえて市としてどうして

いくのかは、市民の皆様といろいろ議論し

ながら進めていくべきことと担当課として

も考えているところでございます。 

○昼馬光一委員 

 次に、立地特性等を検討してという、そ

の立地特性が何かというのを具体的に説明

していただけますか。 

○池内正彰学校適正配置推進課長 

 立地特性は様々なことがございます。例

えば、土地の位置であるとか、その土地が

どういう形状であるとか、今の既存の学校

からの距離であるとか、様々なことが含ま

れているところでございます。一概に、こ

の一言でこれだという言い方はできません

けれども、そういういろいろなことを踏ま

えて検討させていただいたところでござい

ます。 

○昼馬光一委員 

 市長提案の取扱いの文章の最後に、引き

続き検討すると。１年かけて、僕は一生懸

命やられたと思うんです、頑張られたと思

いますが、この、実施計画（案）と合わせ

て、引き続き検討すると。実施計画（案）

を検討していくのは分かるんですが、市長

提案を引き続き検討するというんですが、

１年間これだけ頑張られて、１年間、ある

面、空白ができたのかなと僕は思っている

んですが。でも一生懸命やられたと思いま

す。あと何を検討するんでしょうか。 

○池内正彰学校適正配置推進課長 

 空白と思われる方々もいらっしゃるかも

分かりませんけれども、私どもはこの１年

について、いろいろ市長部局もそうですし、

教育委員会の中でも様々な協議を進めさせ

ていただいたところではございます。 

 今お話しいただきましたこれからの協議

ですけれども、冒頭に次長から今回の推計

値に変化が生じてきたということをお話し

させていただきましたけれども、この状況

につきましては、今回、この委員会で御説

明させていただいた後、当然、これまで市

民の皆様に、逐一いろいろ協議させていた

だく中で、正直なデータを全てオープンに

させていただいて協議させていただいたと

ころでありますので、今回も、こういう状

況になってきたということを私どもはデー

タを御提供させていただいて、それを踏ま

えて皆様と、どうしていくのかをしっかり

と議論していきたいと考えているところで

ございます。 

○昼馬光一委員 

 今度は市長にお伺いしたいんですが、去
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年の新年互礼会でこの案を提案されて、市

長も一生懸命考えられたと思うんです。私

も、１年たつと、大体の答えが出るだろう

というふうに感じておりました。ここで、

私は一旦、私も商売をやっていますが、そ

ういう感覚としては、一生懸命教育長も考

えられて、これを進めたと思うんです。１

年たって、なかなかいい答えが出ないと。 

 それで、あと引き続き検討するとなると、

市民も「えっ」と、これから何かもやもや

したものが残るんですよ。一生懸命やられ

ましたから、御苦労さまだと思うんです、

職員に対して。市の担当者とかはお疲れさ

んだと思うんです。ですから、ここで一旦、

やっぱり私の力のなさで、そこで一旦これ

を整理して、また役所の方々といろいろ話

をして、また新しい提案をしてくれたらい

いのかな。なぜこれを引きずるのかなとい

う気がしますが、市長どうですか。 

○永野耕平市長 

 商売と岸和田の市政というのはちょっと、

時間的な感覚はひょっとして違うかもしれ

ないですけれども、例えばビジネスで１つ

の戦略を立てて、その戦略をやってみると。

それで、一定期間やってみて、結果を見て、

よし、じゃ、次切り替えていこうという時

間の感覚と市政についての感覚はまた違う

と思うので、同じように語れないと思いま

す。ただ、委員がおっしゃっているように、

一旦僕が提案したことについて、しっかり

検討して、本当に結論が出るというか、結

果が出て、もうこれは違うことを考えてい

かなあかんなと思ったらすぐに切り替えて

違うほうに行くのは、僕は大事なことだと

思います。 

 ただ、これはそういうことじゃなくて、

適正規模・適正配置の取組というのは、今

も説明があったように、子供たちの人数と

かも変わるんですね。いろんな御家庭がど

こにお住まいになるということも、これは

自然なことですから、こういうこともどん

どん刻々と変化します。先ほど共産党の田

中委員からもお話があったように、今年探

して、ない土地は来年ないという話があり

ましたけれども、土地の動きというのも、

これは共産党の計画経済の中では、10年先、

20年先までの土地の利用まで全部決まって

いるということなのかもしれないですけれ

ども、岸和田市は、日本の国は資本主義の

社会ですから、今年ない土地が来年あると

いうこともありますし、土地のありようも

毎年毎年刻々と変化していきます。 

 その中で、教育という大事な課題、特に

適正規模・適正配置を考え出したきっかけ

は、子供たちの教育環境が今のままでいい

のか。人数が減っていく中で、例えば、先

ほども説明があったように、複式学級にな

ることが目に見えている地域もまだあるん

ですね。そういうところについては複式学

級になっていきますよ、１年生、２年生が

同じクラスですよ、そういうふうな形でい

いですかということで、それであれば、１

つの学校にまとまって一緒に勉強するのも

１つですよね。これを一緒に考えていくと

いう大切な取組なんですね。 

 これを、例えば１年検討したから、次の

こと、次のことと、そういう種類のもので

はなくて、しっかりと腰を据えて、いろん

な、子供たちの人数も変化する、地域の在

り方も変化する、民間活動も変化する、土

地の在り方も変化する、その中で、じっく

りと腰を据えて議論していきたいと考えて

います。 

○昼馬光一委員 

 教育長にお尋ねします。この市長提案は

最初からなかなか厳しいなと思っていたと

思うんですが、どうでしょうか。 

○大下達哉教育長 
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 私の力不足で大変申し訳ございません。

実施計画については、地域に入りまして、

校区懇談会等で議論を詰めて、より具体的

にしていこうという計画でございましたけ

れども、残念ながら地域説明会さえ受けて

いただけない地域があって、なかなか地元

の御反対が強いものですから、実施計画が

具体的に進んでいかなかったという状況が

ございました。そういう膠着状態の中で、

しからばということで御発言いただいたの

が市長提案だったという理解をしておりま

す。 

 したがって、現在、子供の数が変化して、

適正規模にまで至る学校が出てきたと。い

わゆる前提条件がかなり変化してまいりま

したので、実施計画の進め方についても、

一旦立ち止まって、その改定の必要性の有

無も含めて検討するということでございま

すから、その前の段階での議論をまず進め

ないと市長提案の必要性の有無も判断でき

ませんので、併せて検討するというふうに

させていただいたところでございまして、

その点御理解いただきたいと思っています。 

 我々、力不足でございましたけれども、

今後も鋭意、子供たちの良好な教育環境を

守るために、適正規模・適正配置の取組を

進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

○昼馬光一委員 

 私は、ここで一旦整理して、また、これ

がなかなかうまくいかなかった原因は何か

を考えて新しく提案するという形を取れば、

職員の方々もやっぱり気持ちが楽になるか

なと。僕は一生懸命頑張られたと思います。 

 続きまして、今後のスケジュールについ

て質問いたします。（２）の町会、校区懇

談会等への説明とありますが、岸和田市連

合町会へは説明はないのでしょうか。 

○池内正彰学校適正配置推進課長 

 ここに書かせていただいておりますよう

に、これから、議会への報告が終わった後、

校区長を中心に、各町会にも御説明に上が

りたいと思っておりますけれども、今お話

がございました町会連合会への御説明につ

きましても、２月はもう先日終わったこと

はこちらも理解しておりますけれども、３

月の町会連合会の会合には私ども出席させ

ていただきまして、御説明に上がりたいと

思っております。 

 それと、各校区、今まで校区懇談会とい

うことで、校区長を中心に皆様にいろいろ

お世話になりましたので、校区長にも御連

絡させていただいて、各校区の町会の方々

にもお集まりいただけるのであれば、きち

っと御説明に上がりたいと考えているとこ

ろでございます。 

○昼馬光一委員 

 よろしくお願いいたします。質問を終わ

ります。 

○友永修委員長 

 他にございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようですので、本件についての質問

を終わります。 

 次に、令和６年度岸和田市教育重点施策

について、理事者より説明を受けたいと思

います。 

○片山繁一学校教育部長 

 それでは、私から令和６年度岸和田市教

育重点施策について御報告いたします。タ

ブレット端末にあります岸和田市教育重点

施策の御準備をお願いします。 

 この教育重点施策は、市長と教育委員会

による総合教育会議での協議を経て策定さ

れました岸和田市教育大綱に沿って、重点

を置いて取り組む施策と、その具体的な内

容について明示したものとなります。現在

の教育大綱は期間が令和５年度までとなっ
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ていることから、それに引き続く第３期岸

和田市教育大綱を、今年度、総合教育会議

での協議とパブリックコメントを経て策定

してまいりました。 

 このような経緯からですけれども、令和

６年度の重点施策の報告の前に、次年度か

らスタートします第３期の教育大綱の概要

について説明いたします。端末の中にある

第３期岸和田市教育大綱を御準備願いたい

と思います。 

 教育大綱ですけれども、今、表紙を御覧

になっておられると思います。ページ数が

この資料にはないのですけれども、この表

紙を１枚目としまして、２枚目をお願いい

たします。 

 この上段の教育大綱についてというとこ

ろでは、策定までの背景を述べております。

その下の教育大綱の位置付けでは、将来ビ

ジョン・岸和田や国の教育振興基本計画な

どとの関係や、教育、学術等の振興に関す

る総合的な施策の目標、また施策の根本的

な方針を示すものであることを記載してお

ります。その下、教育大綱の対象期間は御

覧のとおりです。 

 次のページ、３枚目をお願いします。上

段の教育の現状と課題、その下の教育の基

本理念では、これまでの教育理念を継承し

まして、「みんなが輝くまち－知・徳・体 

調和のとれた人づくり－」を基本理念とす

ることとしております。 

 次の４枚目をお願いします。ここに、施

策の方向性として、順に基本方針１から基

本方針８まで、８つの方向性を記載してお

ります。 

 まず、基本方針１は幼児期における教育

の充実について、次に、基本方針の２から

４までは、小学生から高校生までの学校教

育として、それぞれ知・徳・体の育成につ

いて、基本方針５は信頼される学校園づく

りについて、基本方針６は家庭と地域の活

力・教育力の向上について、基本方針７は

生涯学習の環境づくりについて、基本方針

８は豊かな郷土愛の育成についてと、８つ

の観点で整理しております。 

 また、それぞれの基本方針の中に、今年

度からスタートしています本市の総合計画

の第１期基本計画における重点目標と関連

が深い項目につきましては、緑色で総合計

画重点のアイコンをつけております。 

 それでは、現在の教育大綱からの変更点

を御説明いたします。 

 前提としまして、今回、８つの基本方針

に示す取組につきましては、国の教育振興

基本計画を参酌して記載を加えたもののほ

か、第２期大綱の期間中に整理のついた取

組の記載の見直しなどをしておりまして、

内容が大きく変わる修正はしておりません。 

 その上で、主な修正といたしましては、

４枚目になりますが、基本方針２の①基礎

的・基本的な学力の定着の下に説明文がご

ざいますが、その中の個別最適な学び、協

働的な学び、また、同じく基本方針２の②

活用する力の育成の説明文の中に、１人１

台端末という文言、そして少し飛びますけ

れども、７枚目になります、基本方針７の

②学習機会の充実の説明文の中のデジタル

リテラシーという文言、これらはそれぞれ

国の教育振興基本計画で新たに掲げられた

キーワードとなりますので、ここに新たに

加えております。最後、８枚目、これは第

３期の教育大綱の構成イメージを樹木にな

ぞらえて表現しております。 

 第３期岸和田市教育大綱の御説明は以上

でございます。 

 それでは、改めて令和６年度岸和田市教

育重点施策について御報告いたしますので、

また資料の御準備をお願いします。 

 この令和６年度の教育重点施策は、先ほ



 

 - 9 - 

ど説明いたしました第３期教育大綱の８つ

の基本方針に沿って、次年度に重点を置い

て取り組む施策と、その具体的な内容につ

いて明示したものになります。次年度も、

新たに策定されました第３期の教育大綱と、

今から御報告いたします令和６年度教育重

点施策と併せ、教育方針として示してまい

ります。 

 それでは、概要について御説明します。

２ページ、３ページを御覧ください。これ

はページ数が下のほうに書いております。

２ページ、３ページについては、教育大綱

の体系と、人づくりからまちづくりまでの

流れを表したイメージ図となります。 

 それでは、４ページを御覧ください。４

ページでは、特に力点を置いて取り組んで

いく内容を最重点施策として４つの柱に整

理しております。令和５年度に引き続きま

して、１点目、学力向上と児童生徒の発達

を支える指導の充実、２点目、学びに向か

う環境整備の取組、３点目、子どもたちの

安心・安全を守る環境づくりの取組、４点

目、豊かな生涯学習社会の実現に向けた取

組として、４つ示しております。水色の括

弧になっているところでございます。 

 その各水色の囲みの下に示した内容は、

５ページ以降に具体的に記載しております

ので、それを中心にというか、昨年度から

の主な変更点を申し上げます。 

 続いて５ページ、ここからは幼児期にお

ける教育の充実になります。 

 １ページめくっていただきまして、６ペ

ージ、（１）幼児教育に関する支援の充実

と幼保再編の推進の①教育・保育施設の再

編の推進では、その中に、本市初の（仮

称）市立旭・太田認定こども園についての

記載を追加しております。 

 また、同じページの（２）子育て支援の

実施の②市立幼稚園でのデリバリー方式弁

当の実施に対する支援ですが、今年度から

デリバリー方式弁当を本格実施したことを

踏まえまして、食物アレルギー研修等によ

る支援を行う旨を追加しております。 

 その下、（３）保・幼・小の連携の強化

の①保・幼・こ・小の連携・接続の推進で

は、その中に、民間の保育所、幼稚園、認

定こども園という文言を追加しております。 

 続きまして７ページ、ここからは児童・

生徒の「知」の育成の部分になります。 

 少し飛びますが、９ページをお願いした

いと思います。（３）特別支援教育の充実

の④「あゆみファイル」の作成・活用の促

進及び支援相談の充実では、関係機関とし

て保健・医療・福祉等を追加しております。 

 また、その下の（４）小中一貫教育の推

進の①小中一貫教育の推進では、本市の小

中一貫教育基本方針に基づき、全ての中学

校区で小中一貫教育を推進していく旨を記

載しております。 

 次の10ページの（５）専門教育の充実で

は、市立産業高等学校について、①学習指

導要領に基づく特色ある専門教育の充実で、

商業科のマーケティング科目の強化、また

③国際交流事業等の推進による国際性の涵

養で、コロナ禍で中断しておりました漢江

メディア高校との相互派遣の再開について

記載しております。 

 次の11ページ、ここからは児童・生徒の

「徳」の育成となります。 

 続いて、12ページをお開けください。

（１）ですが、今年度までは人権教育の充

実であった表記を人権教育・平和教育の推

進と加筆しております。 

 その次、13ページ、（３）生徒指導の推

進の②は、今年度の重点施策では教育相談

体制の充実としていたところを、近年増加

しています不登校への対応を強化するため、

②不登校児童生徒支援体制の充実と変更し、
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その内容として、学習機会の確保、ＩＣＴ

を活用した支援、人的体制の強化、また民

間のフリースクール等との連携などを記載

しております。 

 その下、（４）いじめの防止と解決の②

いじめ問題への取組みに対する指導・支援

では、いじめによる長期の欠席や差別事象

等の文言を追加しております。 

 続いて15ページ、ここからは児童・生徒

の「体」の育成です。 

 次の 16ページをお願いいたします。

（３）体力の向上の④泳力向上に向けた取

組みと各種スポーツ大会の実施では、野田

プールの老朽化に伴い、水練学校を中止し

まして、その代わりとして初心者水泳教室

を拡充することとしたため、今あります水

練学校の文言をここから削除しております。 

 次の17ページからは信頼される学校園づ

くりの取組となります。 

 １つページを進んでいただきまして、18

ページになります。（１）子どもたちの安

全確保の推進の①危機管理体制と防災教育

の充実では、オートロックシステムの導入

を追加しております。 

 また、（２）安全・安心で快適な学校園

づくりの②教育環境の向上と老朽化対策の

一体的整備の推進では、防火設備改修や脱

炭素化、学校園での環境衛生の適切な維持、

管理に努める旨を加筆しております。 

 次の19ページをお願いします。（４）学

びのセーフティネットの実施の①学校にお

ける教材教具・図書館図書等の整備では、

今申し上げました図書館図書を新たに追加

しております。 

 次の20ページをお願いします。（６）教

員の業務負担軽減の推進の①教員の業務負

担軽減に向けた取組みの推進では、統合型

校務支援システムと連携可能な保護者連絡

システムの導入について加筆しております。 

 次の21ページからは家庭と地域の活力・

教育力の向上の取組でございますが、この

部分については大きな変更はございません。 

 少し飛びますが、25ページをお願いしま

す。25ページからは生涯学習の環境づくり

となります。 

 26ページをお願いします。（１）生涯学

習推進体制の充実の①生涯学習基本方針の

推進では、令和５年度実施のフラッグシッ

プ事業の効果等を検証しまして、引き続き

学びや実践、コミュニティのつながりをさ

らに活性化させる方策を検討する旨、記載

しております。 

 次の27ページをお願いします。（３）読

書に親しむ環境づくりの①図書館整備に向

けた検討では、図書館本館の建て替えに向

け、図書館機能の整理を行うこと、また、

②子ども読書活動の推進では、令和７年度

から始まります第４次岸和田市子ども読書

活動推進計画を策定する旨を記載しており

ます。 

 続いて、28ページの（４）スポーツに親

しむ環境づくりの⑤社会体育施設の適切な

管理運営と計画的な施設整備では、屋内プ

ールの整備を進める旨を新たに記載してお

ります。 

 少し飛びます。31ページをお願いします。

ここからは豊かな郷土愛の育成となります。 

 32ページの（１）文化財と郷土資料の保

存・活用の①国・府・市指定文化財の保護

と活用、民俗文化財の保存と継承では、新

たに文化財保存活用地域計画の作成に着手

する旨を加筆しております。 

 主な変更点は以上でございます。 

 今後、第３期岸和田市教育大綱とともに、

この教育重点施策を教育委員会のウェブペ

ージにて掲載いたします。また、４月の当

初に各学校園の管理職及び市民センター所

長を対象に説明会を開催しまして、それぞ
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れの学校園の教育方針や公民館運営の立案

に生かすよう指示いたします。 

○友永修委員長 

 ただいまの説明に対して、御質問等がご

ざいましたら御発言願います。なお、御発

言の際にページ数と項目を述べていただく

ようお願いします。 

○海老原友子委員 

 12ページ、道徳教育について平和教育が

追記されたというところのページです。い

じめ問題に対する対応、徳育ということで、

道徳が、今までも道徳という授業はあった

んですけれども教科の対象になったという

とこら辺で、それが全面実施されたのが小

学校で2018年、中学校で2019年ですけれど

も、これが特別の教科と言うんですか、ち

ゃんと勉強していないんですけれども、そ

ういう変化したことで、何か子供たちの変

化とかがあれば聞かせてください。 

○松本秀規学校教育課長 

 委員おっしゃいました道徳に関してです

けれども、小学校で2018年、中学校で2019

年に授業、特別の教科としてスタートいた

しました。それ以前から、教科という形で

はないのですが、道徳という部分では、子

供たちはしっかりと先生から指導を受けて

いるということもあるんですが、改めて取

り上げて道徳が始まりまして、５年、６年

たつところでございます。 

 先生方も様々な計画を立てながら子供た

ちに道徳を指導しておるんですけれども、

ここ最近ですが、いじめに加えまして不登

校もいろいろと言われるようになってきて

おります。先生方に関しましては、不登校

の未然防止ということで、道徳の部分で仲

間づくり、そういう部分を中心として、よ

り一層道徳の充実に推進できるように今取

り組んでいただいているところでございま

す。 

○海老原友子委員 

 特別の教科ということで、道徳の教科に

も評価がつくようになったというとこら辺

で、子供たちや保護者からの意見とかがあ

れば教えてください。 

○松本秀規学校教育課長 

 道徳に関しましては、期末テストとか中

間テストとか、そういうペーパーテストで

ということはございません。子供たちが道

徳の授業を受けることによってどのように

理解できて、どのように学校生活に反映で

きているかという部分も含めまして、子供

たちの評価をしております。評価の部分に

関しましては、他の教科とはまた違った評

価をしているのが現状でございます。 

○片山繁一学校教育部長 

 今御質問の道徳の教科化、特別の教科、

道徳になったのは、今委員が言われたよう

に、いじめの課題が全国でいろいろ取り上

げられたことが１つのきっかけとなってお

ります。これまで道徳については、国もい

ろいろ言っていますけれども、徳育という

か、教え込んでこうしなければならないと

か、こういうことをしなければならないと

いうところからじゃなくて、子供たち自身

が自分で気づき、考える。今言われている

のは、考え、議論する道徳になっていると

いうことで、今やっております。 

 だから、１つの場面を子供たちがいろん

なところから、ここはこう思うとか、自分

の考えを言ったりとか、あるいは人の意見

を聞く中で自分の考えを変えたりとか、ま

た高めたりというようなことを授業ではや

っております。 

 評価については、この特別の教科、道徳

になったことによって評価をするものとい

うことが示されています。ただ、先ほど学

校教育課長が申しましたように、道徳が３

とか４とかいう評価はあり得ないので、記
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述による評価ということになります。評価

は、先生方が子供たちを見取って、今まで

できていなかった部分、例えば、挨拶を率

先するようになってきたとか、思いやりを

持てている行動が具体に見えたとか、そう

いうふうな子供の中に現れた変容、変わっ

た部分を積極的に評価しようというふうな

ことを、通知表の中にそういう道徳の評価

の欄がありますけれども、そこに文言で示

しています。それについては、特段保護者

から、ちょっと困っているとか、これはど

うかというようなお話は聞いておりません。 

○海老原友子委員 

 よく分かりました。ありがとうございま

した。 

 それから23ページ、部活動の地域移行の

ことでお聞きしたいと思います。これから

も進めていくという文言なんですけれども、

今どのくらい進んでいるのかと、実態とか

様子を聞かせていただけたらと思います。 

○河内みどりスポーツ振興課長 

 令和５年度につきましては、運動部活動

の実証事業に取り組みました。昨年10月か

ら今年１月までの実証期間でございました

が、令和６年度は年間を通した実証事業に

取り組みたいと考えております。 

 今年度の状況でございますが、２つの中

学校で４つの部活動の地域移行と１つの部

活動への指導員派遣を実施いたしました。

令和６年度は実施校や部活動の種類の増加

を目指してまいりたいと考えております。 

○海老原友子委員 

 その行われた学校での子供たちの反応と

かがあれば教えてください。 

○河内みどりスポーツ振興課長 

 生徒の感想をアンケートでお願いしまし

て、頂いております。回答してくださった

のは20名でした。20名のうち、44％が満足、

40％がやや満足ということでございまして、

今後も参加したいですかというお尋ねに対

しましては、参加したいが48％、やや参加

したいが28％でした。具体的な声といたし

ましては、練習メニューがしっかり組まれ

ており、バランスのいい練習ができるであ

りますとか、顧問の先生の負担が減るのが

いいというような御意見もございました。 

○海老原友子委員 

 顧問の先生の負担が減るのがいいという

生徒の声は、やっぱり学校の先生たちの日

常の仕事が大変というのが子供たちにも伝

わっているということなのかなと思います。

この地域移行については、いろんな問題も

あるかと思うんですが、実証を進めながら

取り組んでいっていただきたいと思います。 

○友永修委員長 

 他にございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようですので、本件についての質問

を終わります。 

 次に、市立岸和田市民病院経営強化プラ

ンについて、理事者より説明を受けたいと

思います。 

○藤原林市民病院事務局長 

 令和６年度からスタートいたします市立

岸和田市民病院経営強化プランに関しまし

て、昨年12月から今年１月にかけてパブリ

ックコメントを実施いたしました。その内

容につきましては、パブリックコメント実

施前に正副議長、各会派幹事長をはじめと

する議員の皆様に御説明させていただいた

ところでございます。今回は、その結果を

踏まえた上でプランを策定いたしましたの

で、この場で御報告させていただくもので

ございます。 

 パブリックコメントにつきましては、合

計で31名から64件の貴重な意見を頂き、頂

いた御意見と本市の考え方につきましては、

ホームページにて掲載させていただいてお
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ります。 

 その中で特に多かった意見は、経営形態

の見直しに関することでした。地方独立行

政法人となったとしても公立病院であるこ

とに変わりはなく、市民の皆さんに提供す

る医療サービスに関しましては、これまで

と何ら変わりございません。これまでどお

り、不採算医療等の公立病院として果たし

てきた医療機能が損なわれることなく、将

来にわたって市民の皆さんに安心・安全な

医療提供が持続できるようにするための経

営形態の見直し検討であると回答しており

ます。 

 それでは、今回取りまとめました当該プ

ランにつきまして、御配付しております資

料に基づき御説明させていただきます。 

 まず、５ページをお願いいたします。こ

こではプラン策定の趣旨について記載して

おります。また、このプランの対象期間は

令和６年度から令和９年度までの４年間で

ございます。 

 次に、６ページからは、当院の概要とし

て、基本理念と基本方針、施設の概要を記

載しております。 

 次に、10ページから21ページにかけては、

当院を取り巻く外部環境として泉州二次医

療圏の状況と、内部環境として当院の患者

数や収支の状況を記載しております。 

 22ページから28ページまでは、これまで

行ってきました取組として前改革プランの

結果を記載しております。 

 次に、29ページをお願いします。当院の

経営課題として、健全経営への課題、医師

をはじめとする職員確保の課題等を記載し

ております。 

 31ページからは、役割・機能の最適化と

連携の強化について記載しております。急

性期病院、地域がん診療連携拠点病院、地

域医療支援病院、臨床研修病院としての役

割を果たすとともに、救急医療の365日24時

間体制を堅持し、地域で必要とされる高度

医療を提供していきます。 

 34ページからは、医師の働き方改革と職

員確保として、職員確保のための方策と職

員の負担軽減に関する取組を記載しており

ます。 

 36ページをお願いします。ここからは経

営形態の見直しについて記載しております。

病院経営に詳しい公認会計士や大学准教授

にも外部有識者として参加いただき、検討

会議を開きました。当院が取り得る全ての

経営形態について議論した結果、公立病院

としての機能が維持され、現在の経営課題

を解決するための最適な経営形態は地方独

立行政法人であるとの考えにまとまりまし

た。 

 40ページでは、新興感染症への平時から

の取組を記載しております。新興感染症の

感染拡大に備えて、施設や医療機器を整備

しております。 

 41ページでは、施設、設備の最適化につ

いて記載しております。必要性や費用対効

果を勘案し、医療ニーズに適した機器の計

画的な購入、更新を進めていきます。また、

施設整備においては、耐用年数と現状を勘

案しながら、緊急性のあるものを優先的に

実施していきます。 

 43ページからは、経営の効率化として、

計画期間中の数値目標や目標達成に向けた

取組について記載しております。 

 49ページでは、このプランの検証方法と

して点検、評価、公表について記載してお

ります。 

 50ページからは、計画期間中の経営目標

数値として収支の目標を記載しております。 

 最後に、本院といたしましては、公立病

院としてこれまで果たしてきた医療機能が

損なわれることなく、将来にわたって市民
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の皆さんに安心・安全な医療提供が持続で

きるようにすることを最大の目的としてお

ります。そのため、本プランを着実に進め

ていきたいと考えております。 

○友永修委員長 

 ただいまの説明に対して、御質問等がご

ざいましたら御発言願います。 

○田中市子委員 

 経営形態についてのことが書かれていま

す38ページ、第３節に、検討会議で出され

た意見ということで、地方独立行政法人を

選択するというところに、ほかの様々な経

営形態についてはデメリットも書かれてい

ると思いますが、地方独立行政法人に関し

ては、メリットは書かれているけれどもデ

メリットは書かれていない。議論はされた

のかなと思うんですけれども、地方独立行

政法人にデメリットはないんでしょうか。 

○横田智美経営管理課長 

 詳しい検討につきましては、新年度に具

体的に検討していく予定となっております

が、地方独立行政法人のデメリットという

部分につきましては、職員の処遇について

は変更ないと考えておりますが、公務員で

はなくなるという点は変更点であると認識

しております。 

○田中市子委員 

 今のお答えを聞くと、十分具体的な検討

はあんまりしてないけれども、デメリット

は職員の処遇ぐらいはあるかなと。それで

この方向を基本に決めたというところは、

なんか大丈夫かなというふうに正直思いま

した。 

 他市や他の自治体が独立行政法人化する

ときには、メリットもあればデメリットも

あるということで示している場合がほとん

どやなといろいろ見て思ったんですけれど

も、デメリットとして、法人化に当たって、

法人で使用する電算システムの設置や財産

の再評価に係る不動産評価、鑑定等の移行

手続費用は一時的にではあるが発生すると

か、さっき人事のことも言われたかもしれ

ませんが、人事労務事務や理事会の運営等

に係る事務を新たに行う必要があり、これ

に伴う費用が発生するとか言われています

し、あと様々ですね。だから、意外と業務

量が増加するところがある。 

 そして、市民にとっては、議会を通さな

くて決められるところはメリットというふ

うに書かれていたりするけれども、議会を

通さないということは、市民の声が直接届

く場面がなくなることもデメリットである

など、ほかにも様々言われているんですけ

れども、私なんかも経験として、市民病院

はほんまに助かるなと思うのは、安く受診、

入院できているなと思うんです。市民病院

から一般病院に移っていったときに、そこ

に行った患者が、個室しかないんですとい

うことで個室を選ばざるを得ないと、個室

費用がかかってくることになった。また、

レンタルのいろんなものも決まったものが

あって、市民病院と比べたら断然高くなっ

たりしていたという。 

 独立行政法人なので、一般の民間病院と

比べてはいけないのかもしれませんが、一

定やっぱり経営の分で言えば効率化が求め

られるというところでは、安いところとか

をいろいろ検討していくと、今度は逆に、

今、岸和田市内に発注しているような事業

を他市に発注しなければいけない。結局、

岸和田市の産業、経済にとっては全体とし

てあまりよくないとか、様々検討しないと

いけない課題があるんじゃないかと思うん

ですけれども、デメリットについて、こん

なざっとしたようなところから、これが一

番やでといって進めていくのはどうかなと

思うんですけれども、どうでしょうか。 

○横田智美経営管理課長 
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 委員から御心配いただいている件ですが、

まず議会の関与につきましては、地方独立

行政法人とする場合なんですけれども、定

款の議決であったり、市が策定する病院の

中間目標の議決であったり、市民病院の中

間目標に基づき作成する中期計画の議決等

は市議会の議決が必要な事項となっており

ますので、十分関与していただけるものと

考えております。 

 あと、費用につきましては、もちろん診

療報酬に基づいて行っておりますので、民

間病院との差はないというふうに考えてお

りますので、市民にとって受診していただ

く上での違いはないというふうに今のとこ

ろ考えております。 

○田中市子委員 

 そうなんですね。ちょっとパブリックコ

メントなんかに対する回答を見ても、市民

にとっては何も変わりませんよというとこ

ろなんですけれども、それならなぜ変えな

ければいけないのかというところについて

お答えください。 

○横田智美経営管理課長 

 今後、病院の維持、経営を考えていく中

で、持続可能な医療体制を維持していくた

めに、最重要課題であるのは医師の確保と

まず考えております。柔軟な雇用形態を作

ることによって医師の確保が行っていけま

すので、その辺、経営状況の改善につなが

っていくものと考えております。 

○田中市子委員 

 分かりました。人材の確保というところ

で有効やということでしょうけれども、こ

の辺はまた私たちも勉強していきたいと思

っているところなんですけれども。あと、

迅速にできることがすごく独立行政法人化

のメリットだと言われていますが、40ペー

ジの中の新型コロナウイルス感染症への対

応で、岸和田市民病院はかなり迅速に対応

していただけたなというのを改めて読んで

思ったんですけれども、迅速さというとこ

ろで言えば、今でも十分迅速ではないかと

思いますが、どうなんでしょうか。 

○横田智美経営管理課長 

 委員御心配いただいておりますコロナ等

の感染症の対応につきましては、経営形態

が変わったとしても公立病院であることは

変わりなく、迅速な対応は同じようにさせ

ていただく予定です。 

 それ以外の人材確保であったり、昨年度

であれば看護師の処遇改善ということで、

議会を通して看護師の処遇の改善をお願い

したんですけれども、その辺は理事会等で

迅速に進めていくことが可能であると考え

ておりますので、他の病院との差は出ない

ものと考えておりますので、その点ではよ

り迅速にできるのではないかと今のところ

考えております。 

○田中市子委員 

 パブリックコメントも取られました。31

人というのは多いのかどうかあれなんです

けれども、年末から１月５日にかけてのパ

ブリックコメントということで、市民の皆

さんの中には、ほんまに市民病院を利用し

ている方とかであっても、知らないうちに

ということが言われていますし、独立行政

法人ってすごく制度としても分かりにくい。

これを見て、どこを聞いたらいいのかも分

からんというぐらい分かりにくいことを、

十分周知しないうちにパブリックコメント

が取られて、市民の意見を聞いたよとなっ

ているのではないかと思います。 

 先ほどのこのデータの中に、デメリット

はちゃんと表記せずにメリットだけを書い

ているようなというのが、ほんまに市民に

知らせる、市民の判断を仰ぐというところ

でいいのかということを申し上げて終わり

ます。 
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○友永修委員長 

 他にございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようですので、本件についての質問

を終わります。 

 以上で所管事務調査を終わります。 

 最後に、委員会の報告はいかがいたしま

しょうか。 

   〔「正副委員長に一任」の声あり〕 

 それでは、そのようにさせていただきま

す。 

 以上で文教民生常任委員会を閉会します。 

（以 上） 


